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2026年 4月 10日 

各 位 

会社名 株式会社トーヨーアサノ 

代表者名 取締役社長 植松 泰右 

（ｺｰﾄﾞ番号 5271 東証スタンダート・名証メイン） 

問合せ先 取締役管理本部長 杉山 敏彦 

（TEL．055－967－3535） 

 

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ 

 

当社は、2026年 4月 10日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処

分を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．処分の概要 

（１）処分期日 2026 年 4 月 27 日 

（２）処分株式数 25,000 株 

（３）処分価額 １株につき 2,270 円 

（４）資金調達の額 56,750,000 円 

（５）処分方法 第三者割当による処分 

（６）処分先 株式会社三好商会（25,000株） 

（７）その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提

出しております。 

 

２．処分の目的及び理由 
当社グループは、コンクリートパイルの製造・販売・施工を中心とした基礎事業及び不動産賃

貸事業を営んでおります。 
現在、当社は、各事業の事業規模を拡大させ効率を高めることによってグループ事業の発展を

図るとともに、当社の本店所在地を置く静岡県をはじめ、首都圏やその周辺地域に対してより一

層貢献できる企業としての確固たる事業基盤を構築するために、主要取引先との協力関係強化

を検討してまいりました。この度、当社の主要取引先である株式会社三好商会と神奈川地区を中

心とした関東一円における営業協力関係を強化することを目的とした取引関係強化が相互にと

って重要であると判断し、先方と協議した結果、本自己株式処分を行うことを決議いたしました。 
 
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

①払込金額の総額 56,750,000 円 

②発行諸費用の概算額 －円 

③差引手取概算額 56,750,000 円 
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 （２）調達する資金の具体的な使途 

自己株式の処分により調達する資金につきましては、2026 年 6 月末までの設備購入資金の支

払等に充当する予定であります。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行

います。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社の業務運営に資するものであり、合理性があると考えております。 

 

５．処分条件等の合理性 

 （１）処分価額の算定根拠 

処分価格につきましては、当社普通株式が上場されており、市場価格を基礎として、日本証券

業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」を勘案し、３％程度のディスカウントを行う

前提で割当予定先と協議の上、本自己株式処分にかかる取締役会決議日（2026年 4月 10日）の

前々営業日（2026年 4月 8日）の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である 2,340

円に対して 2.99％ディスカウントの 2,270 円といたしました。取締役会決議日の前々営業日の

当社株式の終値を基準価格として採用することにいたしましたのは、2026 年 4 月 9 日（取締役

会決議日の前営業日）には売買がなかったことと、取締役会決議日直前の株式市場における適正

な企業価値を表しているとの認識から、処分価額として合理的であると考えたためです。 

また、当該処分価額 2,270円は同直前１カ月間（2026年 3月 10日から 2026年 4月 8日まで）

の終値の平均値である 2,310円（円位未満切捨）に対しては、1.73％のディスカウント、同直前

３カ月（2026 年 1 月 10 日から 2026 年 4 月 8 日まで）の終値の平均値である 2,392 円（円位未

満切捨）に対しては 5.10％のディスカウント、及び同直前６か月（2025年 10月 10日から 2026

年 4 月 8 日まで）の終値の平均値である 2,362 円（円位未満切捨）に対して 3.90％のディスカ

ウントであり特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。 

なお、本自己株式処分に係る取締役会には、監査等委員５名全員（うち４名は社外取締役）が

出席しており、当該処分価額の算定根拠には合理性があり、日本証券業協会の「第三者割当増資

の取扱いに関する指針」に準拠するものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を

監査等委員会が表明しております。 

 

 （２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本自己株式処分による処分株式数は 25,000 株（議決権 250個）であり、当社の発行済株式数

1,440,840 株に占める割合は 1.74％（小数点以下第三位を四捨五入）、2026 年 2 月 28 日時点の

総議決権数（12,925 個）に対して 1.93％（小数点以下第三位を四捨五入）であるため、株式の

希薄化および流通市場への影響は軽微であると考えております。 

また、本自己株式処分は株式会社三好商会との協力関係の強化を目的に行うものであること

から、当社の企業価値の向上に資するものと考えております。従って、本自己株式処分に係る処

分数量および株式の希薄化規模は合理的であると考えております。 

 

６．割当予定先の概要 

（１）処分先の概要 

（１）名称 株式会社三好商会 

（２）所在地 神奈川県横浜市西区二丁目 8 番 4 号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 水品 洋一 

（４）事業内容 建材総合商社 

セメント、生コン、ガラス、建材、その他建築資材卸売 
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施工管理 

建築・土木の基礎、内・外壁、ガラス等の施工管理 

コンサルティング 

コンクリートに関する各種コンサルティング 

（５）資本金 100 百万円 

（６）設立年月日 昭和 23 年（1948 年）７月 15 日 

（７）発行済株式数 2,000,000 株 

（８）決算期 ３月 

（９）従業員数 99 人（2025 年３月 31 日現在） 

（10）主要取引先 株式会社奥村組、株式会社竹中工務店 等 

（11）主要取引銀行 株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行 等 

（12）大株主及び持株比率 株式会社三徳 

水品 洋一 

太平洋セメント株式会社 

役員持株会 

株式会社みずほ銀行 

従業員持株会 

水品 正博 

株式会社横浜銀行 

 

 

35.52％ 

27.62％ 

14.00％ 

10.76％ 

4.88％ 

3.72％ 

2.00％ 

1.50％ 

 

 

（13）当事会社間の関係 

 資本関係 当社が保有している割当予定先の株式の数 - 株 

 割当予定先が保有している当社の株式の数 - 株 

 人的関係 該当事項はありません。 

 取引関係 2025年 2月 28日現在、製品資材の購入代金として買掛金 26,011

千円および電子記録債務 23,055 千円があります。 

 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 

純資産 2,116 2,360 2,506 

総資産 12,666 12,924 12,471 

１株当たり純資産（円） 1,058.23 1,180.23 1,253.09 

売上高 40,601 43,548 42,836 

経常利益 272 251 232 

親会社株主に帰属する当期純利益 126 176 133 

１株当たり当期純利益（円） 63.10 88.14 66.59 

１株当たり配当金（円） 7.00 10.00 10.00 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

※なお、割当予定先である株式会社三好商会は 2026 年 4月 1日付で提出した「割当を受ける者と反

社会的勢力との関係がないことを示す確認書（第三者割当）」に記載しているとおり当社の把握す

る限りにおいて、割当先、当該割当先の役員または主要株主と暴力団等とは一切関係がないものと

判断しております。 
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（２）割当予定先を選定した理由 

当社は、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を行ってきましたが、

安定株主を確保することが当社経営の安定に資するとの判断から、第三者割当による自己株式

処分を検討したところ、当社の主要取引先である株式会社三好商会との協力関係を強化するこ

とにより、当社の主力商圏である関東地区の営業協力関係を強化できると判断し、同社を割当予

定先としました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が、本自己株式処分により取得する当社株式を中長期的に保有する方針で

あることを口頭で確認しております。 

なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本自己株式処分により

取得する当社普通株式の全部または一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面によ

り報告すること、当社が当該内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内

容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。 

 

（４）割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先が本自己株式処分の目的に賛同して頂いていること、また同社の資金等の

状況については 2025 年３月期事業報告書により、本第三者割当に係る払込みに必要かつ充分な

現金および預金が存在していることを確認しております。 

 

７．処分後の大株主および持株比率 

処分前（2025年 2月 28日現在） 処分後 

株式会社直木商事 25.49％ 株式会社直木商事 25.49％ 

太平洋セメント株式会社 11.88％ 太平洋セメント株式会社 11.88％ 

トーヨーアサノ取引先持株会 6.15％ トーヨーアサノ取引先持株会 6.15％ 

株式会社静岡銀行 3.88％ 株式会社静岡銀行 3.88％ 

高周波熱錬株式会社 2.79％ 高周波熱錬株式会社 2.79％ 

三京化成株式会社 1.87％ 三京化成株式会社 1.87％ 

丸幸商事株式会社 1.73％ 株式会社三好商会 1.73％ 

植松 昭子 1.67％ 丸幸商事株式会社 1.73％ 

世良 彰裕 0.71％ 植松 昭子 1.67％ 

鈴木 和見 0.69％ 世良 彰裕 0.71％ 

（注）1．2025年 2月 28日現在の株主名簿を基準に記載しております。 

2．上記表には当社保有の自己株式を含めておりません。当社が保有している自己株式 

145,423 株（2025年 2月 28日現在）は割当後 120,423 株となります。 

3．持株比率は、発行済株式総数に対する所有株式の割合を記載しております。 

4．持株比率は、小数点以下第３位を切り捨てて記載しております。 

 

８．支配株主との取引等に関する事項 

本取引は、支配株主との取引等に該当いたしません。 

 

９．今後の見通し 

本第三者割当が当社業績に与える影響は軽微であります。 
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10．企業行動規範上の手続 

本件の株式の希薄化率は 25％未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証

券取引所の有価証券上場規定第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確

認手続は要しません。 

 

11．最近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2023年 2月期 2024年 2月期 2025年 2月期 

売上高 18,259 百万円 15,067 百万円 14,402百万円 

営業利益 228百万円 922百万円 606百万円 

経常利益 206百万円 911百万円 596百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 △191百万円 603百万円 363百万円 

１株当たり当期純利益 △147.61円 465.85円 280.51 円 

１株当たり配当金 50.00円 75.00円 85.00円 

１株当たり純資産 2,630.47円 3,033.77円 3,240.40円 

 

（２）現時点における発行済株式数および潜在株式数の状況 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 1,440,840株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価格）

における潜在株式数 
―株 ―％ 

下限値の転換価額（行使価格） 

における潜在株式数 
―株 ―％ 

下限値の転換価額（行使価格） 

における潜在株式数 
―株 ―％ 

 

（３）最近の株価の状況 

①最近３年間の状況 

 2023年 2月期 2024年 2月期 2025年 2月期 

始 値 1,465円 1,572円 2,244円 

高 値 1,776円 2,792円 2,471円 

安 値 1,289円 1,498円 1,733円 

終 値 1,572円 2,294円 2,139円 

 

②最近６カ月間の状況 

 2025 年 10 月 11月 12月 2026 年 1 月 2月 3月 

始 値 2,332円 2,294円 2,330円 2,438円 2,414円 2,361円 

高 値 2,348円 2,336円 2,428円 2,526円 2,635円 2,410円 

安 値 2,230円 2,270円 2,299円 2,360円 2,400円 2,250円 

終 値 2,294円 2,315円 2,425円 2,414円 2,402円 2,277円 
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③処分決議日の前々営業日における株価 

 2026年 4月 8日 

始 値 2,346円 

高 値 2,360円 

安 値 2,335円 

終 値 2,340円 

 ※ 2026 年 4月 8日（取締役会決議日の前々営業日）の終値としたのは、2026 年 4月 9日（取締役

会決議日の前営業日）には売買がなかったことによるものです。 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

  該当事項はございません。 

 

12．処分要項 

（１）処分株式数   ：25,000 株 

（２）処分価額    ：１株につき 2,270円 

（３）処分価額の総額   ：56,750,000 円 

（４）処分方法    ：第三者割当による自己株式処分 

（５）払込期日    ：2026年 4月 27日 

（６）処分先（割当予定先） ：株式会社三好商会 

（７）処分後の自己株式数   ：120,423 株 

 

 

以 上 

 


